
指導員の処遇について  

指導員の平均勤続年数は、常勤で5年未満が約4割、非常勤で3年未満が約5割となっており、短期間なものとなって  

いる。  

（施設数）  

1年未満  1～3年未満  3～5年未満  5～10年未満  10～20年未満   20年以上   合計   

常勤  
8   89   274   354   152   138   

（0．8％）   （8．8％）   （27．0％）   （34．9％）   （15．0％）   （13．6％）  
1．015  

公立公営   0   3   22   19   80   125   

（0．0％）   （1．2％）   （8．8％）   （7．6％）   
249  

（32．1％）   （50．2％）  

公立民営   6   54   213   284   39   6   

（1．0％）   （9．0％）   
602  

（35，4％）   （47．2％）   （6．5％）   （1．0％）  

32   39   51   33   7   

民立民営  2  
（4．3％）   

164  
（19，5％）   （23，8％）   （31．1％）   （20．1％）  

非常勤  
58   378   311   124   22   3   

（6．5％）   （2．5％）   （0．3％）  
896  

（42．2％）   （34．7％）   （13．8％）  

公立公営   38   110   44   32   5   0   

（2．2％）   （0，0％）  
229  

（16．6％）   （4臥0％）   （19．2％）   （14．0％）  

公立民営   
13   199   240   74   14   2   

（2．4％）   
542  

（36．7％）   （44．3％）   （13．7％）   （2．6％）   （0、4％）  

7   69   27   18   3   
民立民営  

（5．6％）   （2．4％）   （0．8％）   
125  

（55．2％）   （21．6％）   （14．4％）  

＜「学童保育の実態と課題に関する調査研究」2008年2月独立行政法人国民生活センター＞  
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常勤指導員の月給の平均は、約20万円であり、非常勤指導員の月給の平均は、約8．2万円となっている。  

10万円～   15万円′｝   20万円～   25万円～   30万円～   

5万円未満  5万円～  40万円以上  合計  

常勤  
4   29   102   568   80   18   74   64   

（0．4％）   （3．1％）   （10．9％）   （60．5％）   （8．5％）   （1．9％）   （7．9％）   （6．9％）  
939  

公立公営   6   18   36   5   7   71   61   

（0．5％）   （2．9％）   （8．8％）   （17．6％）   （2．4％）   （3．4％）   （34．6％）  （29．7％）  
205  

19   49   473   30   3   0   2   

公立民営  2  （3．3％）   （8．5％）   （81．8％）   （5．2％）   （0．5％）   （0．0％）   （0．3％）  
578  

4   35   59   45   8   3   

民立民営  ロ  （2．6％）   （22．4％）   （37．8％）   （28．8％）   （5．1％）   （0．6％）   （1．9％）   
156  

非常勤  
273   365   92   101   41   0   

（10．5％）   （11．6％）   （4．7％）   （0．1％）   （0．0％）   
874  

（31．2％）  （41．8％）  （0．1％）  

公立公営   68   30   18   83   38   0   0   

（7．6％）   （34．9％）   （16．0％）   （0．4％）   （0．0％）   （0．0％）  
238  

（28．6％）  （12．6％）  

288   46   12   2   0   0   

公立民営  172  （8．8％）   （2．3％）   （0．4％）   （0．0）   （0．0％）   （0．2％）  
521  

47   28   6   0   0   0   

民立民営  33  （24．3％）   （5．2％）   （0．9％）   （0．0％）   （0．0％）   （0．0％）   
115  
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放課後子ども教室との関係について  

【放課後子ども教室推進事業についての内容・目的】  

青少年の問題行動の深刻化や地域の教育力の低下等の緊急的課題に対応するため、放課後や週末等にすべての子どもを  

対象として、安全t安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、さまざまな体験活動や交流活動等の取り組みを推進する。  

99  

放課後児童クラブと放課後子ども教室について  

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）   放課後子ども教室推進事業   

趣旨・対象   共働き家庭の児童（小学校おおむね1～3年生）を対象と   すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの居場所を設け、  

して、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供   地域の方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域住民と  
【児童福祉法第6条の2第2項に規定】   の交流活動等の取組を推進   

20予算額   186．9億円（20，000か所分）   77．7億円（15，000か所分）   

補助率   1／3（国、都道府県、市町村がそれぞれ負担）  1／3（国、都道府県、市町村がそれぞれ負担）   

※別途保護者（利用料）負担あり  

補助基準額  運営費：文部科学大臣が認めた額（執行上、制限無し）  

（20年度）   創設費：1，250万円、改修費：700万円、  備品費：文部科学大臣が認めた額（執行上、制限無し）   

備品費：100万円  

指導員等   放課後児童指導員（専任）を配置   地域の大人、退職教員等を安全管理員、学習アドバイザー等として  

配置   

実施場所   学校内（余裕教室）   28．5％   小学校  
学校内（専用施設）   19．8％   公民館  12％  

・ 

設   
（平成20年5月）  （平成19年度）  

既存公的施設   9．1％  67％  
その他（民家、保育所等）17．0％   

実施か所数   17，583か所（平成20年5月）〔対前年898か所増〕   7，821か所（平成20年度《予定》）   

利用児童数  登録児童数約79万人（平成20年5月）  

要に応じて土曜日も開所）   たり平均126日）   

〔対前年4．5万人増〕  竿驚髪器量㌶忍2諾霊〕（平成18年度）   
実施形態等  原則として年間250日以上開所（夏休み等の長期休暇や必  概ね年間を通じて断続的・単発的に実施（平成20年度は1か所あ  

※平成18年度の数値は、地域子ども教室推進事業の実施状況  100   



○市町村が策定する「事業計 
5．都道府県の体制、役割等  
○ 都道府県は、実施主体である市町村において円滑な取組促進が図   
られるよう、以下の支援を実施  
・行政、学校、社会教育、福祉の各関係者及び学識経験者等で構成  
される「推進委員会」を設置し、プランの実施方針、指導者研修の企  
画、事後検証・評価等、域内におけるプランの総合的な在り方を検討  

・コーディネーター、安全管理員、放課後児童指導員等の事業関係  
者の資質向上や情報交換t情報共有を図るための研修の合同開催   

・基本的に教育委員会が主管部局となるが、都道府県の実情に応  
じて福祉部局が主管部局となっても差し支えない。  

・主管部局は、推進委員会事務局、補助申請事務等の業務を行う  
に当たり、福祉部局（又は教育委員会）と緊密な連携を図る。  

画」と同計画に基づ〈「放課後対策事業」  
呂 い （放課後子ども教室推進事業・放課後児童健全育成事業）の総称  

、J＿■一L1trl一丁L■  

′■ごっ仁■▼■－「l■▲‾一－・■－■●rノヽ■・▼・、、V■■1■－■■一「■川∩■■■■▼－  

2」実施主休  

○ 事業計画の策定主体：市町村  
⇒ ○事業の実施主体二市町村、社会福祉法人特定非営利活動法人他  

○ 国において、二つの事業を「放課後子どもプラン推進事業」として、  
交付要綱等を一本化し、都道府県・指定都市・中核市に交付  

○ 都道府県においても、国に準じて交付要綱等を一本化し、国・市町  
村との事務手続を基本的に教育委員会が一括して処理  

＼
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、
、
－
－
－
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－
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6．市町r村の肱制一役割等   

○ 市町村は、行政、学校、放課後児童クラブ、社会教育、児童福祉、   
PTAの各関係者及び地域住民等で構成される「運営委員会」を設置   
し、事業計画、活動プログラムの企画、事後検証・評価等を検討   

○ 基本的に教育委員会が主管部局となるが、市町村の実情に応じて   
福祉部局が主管部局となっても差し支えない。   

○ 主管部局は、運営委員会事務局、補助申請事務等の業務を行うに   
当たり、福祉部局（又は教育委員会）と緊密な連携を図る。   

∃4・ナ葦撃甲？筆牢   

○ 市町村は、教育委員会と福祉部局の具体的な連携方策、21年産  
までの「放課後子どもプラン推進事業」の小学校区単位の実施計画等  
を盛り込んだ事業計画策定に努めることとする。  

○ また、本事業計画が、次世代育成支援行動計画の内容を前倒しし  
て実施するもの等であっても、行動計画の変更は必ずしも必要としない   

′′■■■■■■州  
7．市輌利こおける塞糞の婁施   

○ 余裕教室の利用や小学校敷地内での実施を基本とし、体育館、保健室等の学校諸施設の弾力的な活用に努めることとするが、現に公民館や児童   
館など小学校外で事業を実施している、余裕教室が無いなどの場合に、地域の実情に応じて小学校外で実施しても差し支えない。  

○ 各小学校区毎に、学校や関係機関・団体等との連絡調整、活動プログラムの企画・策定等を行うコーディネーターを配置   
○ 学習活動やスポーツー文化活動、地域住民との交流活動等の様々な活動機会の提供や、放課後児童クラブ対象児童に対する現行水準と同様の   
サービス（適切な指導員の配置、専用のスペースの確保等）の提供  

㌔、w一，腑㈹－  

就学前児童が育つ場所  

○就学前児童が日中育てられている場所を年齢別に見ると、以下のとおり。  

■事業所内保育施設  

■保育ママ  

臼幼稚園  

日豪庭等  

召ベビーホテル  

固認可外保育施設  
（その他）   

□保育所  

0歳児  1歳児  2歳児  3歳児  4歳以上児  
出典）就学前児童数：平成19年人口推計年報【総務省統計局（平成19年10月1日現在）】  

幼稚園就園児皇数：学校基本調査（速報）【文部科学省（平成20年5月1日現在）】  
保育所利用児童数：福祉行政報告例（概数）【厚生労働省（平成2（〕年4月1日現在）】  
認可外保育施設、ベビーホテル：厚生労働省保育課調べ  
保育ママ、事業所内保育施設：厚生労働省保育諌調べの年齢計の入所児童数を按分した数値  
家庭等：就学前児童数と各施設入所児童数総計との差  
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各種の子育て支援事業の制度的な位置付け  

○ 市町村による各種の子育て支援事業の実施については、保育のような実施義務はなく、佳剋整偲里羞真  
な実施に向けた措置の努力義塵にとどまっている。  

○ また、市町村に対し、各種の子育て支援事業に関する焙亜提供、相談・助軸義塵が  

かかっている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）  
（市町村の責務）  

第21条の8 市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが   
積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当   
該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動   
の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の稟情に応じた鮭劉の整備帥。  

第21条の9 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事   
業並びに次に掲げる事業であって主務省令で定めるもの（以下「三屋て支援事業」という。）が着実に実施されるよ皇J必要な措置   
の実施l帥蛙ならなし㌔   
一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業   
二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業   
三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業   

（市町村の情報提供等）  

第21条の11市町村は、子育て支援事業に閲し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあったときは、当該保護者の   
希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業  
の利用ができるよう、亜談lこ応じ」必要な助言を行うものとする。  

② 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあった場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせ＆星  
」去迫整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。  
③ 市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託   
することができる。  

④ 子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。  

※国会へ再提出予定の「児童福祉法等の一部を改正する法律案」においては、第21条の9について、子育て支援事業の例示に、乳児家庭全戸   

訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業を追加する改正が盛り込まれている。  
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各種の子育て支援事業に対する財政措置   
○ 市町村の各種子育て支援事業に対する財政措置は、主として「次世代育成支援対策交付金」（ソフト交付金）  
と、「児童育成事業費」により行われている。  

次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）   児童育成事業費   

（1）制度概要  ○ 市町村が地域行動計画に基づき策定した毎年度  ○ 市町村等が行うー定の事業に対し、児童手当制  

の事業計画に対し、一定の算定基準に基づDた致   度における事業主拠出金を財源として、重量毎⊆  
を玉が－するもの。  占められた一定額を国が■するもの。  

○具体的には、旦と児華人口等によリサ  
※児童手当の支給に支障がない範囲内において  

の玉 を∠ゝ。  

※：事業毎に一占が’助される仕組みではない。  
実施。   

（2）対象事業  ・乳児全戸家庭訪問事業   ・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）  

・養育支援家庭訪問事業   ・病児・病後児保育事業  
・ファミリー・サポートセンター事業   ・家庭的保育事業  

・子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）   ・認可化移行促進事業  

・延長保育促進事業   ・休日・夜間保育事業  

「子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業   ・特定保育事業  

・地域における仕事と生活の調和推進事業   ・一時保育（一時預かり）事業  

・へき地保育所事業   ・地域子育て支援拠点事業  

・家庭支援推進保育事業   ・民間児童館活動事業  

二j遡  （※地域の倉l意工 を活かした事業）   等   

（3）財源   国1／2、市町村1／2   事業主1／3、都道府県1／3、市町村1／3  
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他の社会保障制度における市町村事業の仕組み  

介護保険制度   障害者自立支援法   次世代育成支援  

〔地域支援事業〕   〔地域生活支援事業〕   〔次世代育成支援対策交付金〕  

（事業内容）   （事業内容）   （事業内容）  

市町村において実施する以下の事業   市町村において実施する以下の事業   市町村において実施する以下の事業  
1．必須喜糞   1．必須妻妾   （※必須享蓋はなく、すべて任意。）  
（か介護予防事業   （D相談支援事業  
②包括的支援事業（介護予防ケアマネジ  ②コミュニケーション支援事業  ・乳児全戸奉庭訪問事業  

メント事業、総合相談支援業務、権利擁護  
業務、包括的・継続的ケアマネジメント業  ④移動支援事業  

・養育支援家庭訪問事業  

務）   
・ファミリー・サポートセンター事業  

2．任意享糞  
（9地域活動支援センター機能強化事業        ・子育て短期支援事業（ショートステイ・  

①介護給付費等費用適正化事業   トワイライトステイ）  

②家族介護支援事業   2 任意妻妾       福祉ホーム事業などのメ‾ユー事業のほ  ・延長保育促進事業  
（認その他の喜董（※各自治体の創意   

等  
か 各自治体の創意工美による喜茎葉施  ・その他書姜（※各自治体の創意  

工夫による享糞実施が盲「能）  、  工夫による事業宴施が可能（）  

（財政支援・財源構成）   
（財政支援・財源構成）  （財政支援・財源構成）  

地域生活支援事業の実施に必要な費用  市町村が地域行動計画に基づき策  
地域支援事業の実施に必尊な着用につい   
て、上限額（※）の範匪Ⅰ内において．以下の  

の笠定基準に基づいた額を国が補助  
財源権威lこより．関係者が負担。  

具体的には、事業莫績と人口による某準  するもの。  
※当該市町村の介護給付費の3％以内   により＿各年 の国産予笠額を配分  具体的には、事業者と児貴人口答に  

⊂二元直垂壷蚕豆：：：：：二］ 蜃匝豆夏至孟  より．各年唐の国庫予算額を配分。  

l財源構成】  【財剰黄成】  （国：1／2、都道府県：1／4、市町村：1／4）  

組みではない。  

布t町‡‡  2D  

※なお、市町村による事業のほか、  

都道府県による事業（黄門件の青い  

※「1号」…65歳以上の保険料  
※「2号」・‥4ロー64療の保険料  

や研修事蓋等）あり。  

各種子育て支援事業の取組の現状  
《事 業 名》  《事 業 内 容》  《19年度実績》  《地域における箇所数》  

乳児家庭全戸  

訪 問 事 業  
生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援  

に関する情報提供や養育環境等の把握を行うもの。  
全市区町村の  

58．2％  1，063市区町村 （平成19年度交付決定へ◆－ス）   訪
 
問
 
支
 
援
 
 

養 育 支 援  
訪 問 事 業  

養育支援が必要な家庭に対して、訪問による育児・家事の援助や  
技術指導等を行うもの。  

全市区町村の   
42．9％  784市区町村 （平成19年度交付決定へ■－ス）  

親
や
子
の
集
う
場
 
 

地 域 子 育 て  
支援拠点事業  

地域において子育て親子の交流の促進、子育て等に関する相談・  
援助等を行うもの。  

1小学校区当たり   

0．20か所  4，409か所 （平成19年度交付決定へ一－ス）   

4，718か所  
（公営3，125か所、   
民営1，593か所）  

（平成18年10月現在）  

児童に対する遊びを通じた集団的t個別的指導、放課後児童の育  

成■指導、母親クラブ等の地域組織活動の育成、年長児童の育  
成・指導、子育て家庭への相談等。  

1小学校区当たり   
0．21か所  

児 童 館 事 業  

一 時 預 か り  

（一時保育）事業  
保護者の疾病、育児等に伴う心理的■肉体的負担の解消等による  
緊急・一時的な保育サービスを提供するもの。  

1小学校区当たり   
0．32か所  7，214か所 （平成19年度交付決定へ◆一入）  

短 期 入 所  
生 活 援 助  
（ショートステイ）  

事  業  

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の  
養育が困難となった場合等に、児童養護施設など保護を適切に行うこと  
ができる施設において養育・保護を行う（原則として7日以内）。  

1市区町村当たり   
0．32か所  584か所 （平成19年度交付決定へ■－ス）  

か
 
 
り
 
 

育
 
て
 
短
 
期
 
 

援
 
事
 
業
 
 

保護者が、仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり  
児童の養育が困難となった場合等の緊急の場合に、児童養護施設など  
保護を適切に行うことができる施設において児童を預かるもの。宿泊可。  

夜間養護等  
（トワイライトステイ）  

事  業  

1市区町村当たリ   
0．16か所  

301か所  
（平成19年度交付決定へ一－ス）  

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者（利用会員）と、  

援助を行うことを希望する者（提供会員）との相互援助活動に関す  

る連絡・調整を実施するもの。  

1市区町村当たり   
0．30か所  

540か所  
（平成19年度交付決定ヘーース）  

注：市区町村の総数はl，827（平成19年4月1日現在）。小学校区としての国公立小学校数は22．270（文部科学省「平成20年度学校基本調査（速報）」（平成20年5月1日現在）。  
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各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況①  
（平成19年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」）  

生後4か月までの  
（こんにちは赤1  

実施市区町村数  

北 ブ毎 道  103  

青 森 県   19  

岩 手 県   30  

宮 城 県   35  

秋 田 県   13  

山 形 県   28  

福 島 県   26  

茨 城 県   24  

栃 木 県   18  

群 馬 県   26  

埼 玉 県   27  

干 葉 県   27  

東 京 都   27  

神 奈 川 県   12  

新 潟 県   25  

富 山 県   

石 川 県   19  

福 井 県   14 : 

山 梨 県   20  

長 野 県   47  

岐 阜 県   21  

静 同 県   30  

愛 知 県   29  

三 重 県   20  

全戸訪問事業  育児支援家庭訪問事業  生後47ら、月までの全戸訪問事業  
iやん事業）  （こんにちは赤ちゃん事業）  育児支援家庭訪問事業   

、一実施率．  実施市区町村数  ．庚施冬  実施市区町村数  庚施ぎ＼  実施市区町村数  ．実施率＼   

ノ 57，29i   70   〆 38．9％1  滋 賀 県   18   ／69．2％1   13   ご50．0％1   

47．5ウi   27．5，i  京 都 府   16   ∫ 61．5，乙   14   ′ 53．8％  

85．7ウi   20   57．＝右  大 阪 府   18   J 41．9ワも   31   ざ 了2．‖乙   

97．2ウi   31   86．1％  兵 庫 県   28   68．3ウも   23   56．1ウも   

52．09も   4   16．0％  奈 良 県   16   41．0つも   15   38．59も   

80．0ワ右   20   57．1，も  和 歌 山 県   10   33．39も   6   20．09も   

43．3？i   14   23．3％  鳥 取 県   15   78．9％   3   15．8ワ乙   

54．59忘  20   45．5％  島 根 県   17   81．0％   52．4％   

5乱用   17   54．8％  岡 山 県   17   63．0†ム  16   59．39も   

6臥4ウi   15   39．5†右  広 島 県   18   78．3？ム  皿   47．89も   

38，69も   25   35．7％  山 口 県   14  f  63，69乙   10  45．5？も   
48．2！右  1  15   26．89も  徳 島 県   12    1   50．0ウi   9  37．59i   

43・5，も   ぎ  42   6了．7％  芦 川 県   10   f  58．8％   6  35．39ら   

36．4？i  I  15   45．5？も  襲 媛 県   7  35．0％   5   25．0？右   

71．4，i   16   45、7％  ；高 知 県   19   54．3ワも  皿   31．49も   

73．3％   4   26・79i  福 岡 県   31   47＿09乙  31   47．0％   

100．0％   19  100．0ウ右  佐 賀 県   19   82．6ワも   8   34－8％   

6   82．4ウも  35．3％  長 崎 県   21   69．69右   

19   71．4ウも  67．9？占  熊 本 県   29   60，4ウも   13   27．1，乙   

58．0ワ忘   28   34．6％  大 分 県   61．1％   9   50．0％   

50．0％   15   35．7％  宮 崎 県   10   33．3％   5   16．79も   

71．49も   18   て 42．9％  鹿児 島 県   23   ミ 46．9ウも   10   ～ 20・4％   

＼46．0ワも   35   ＼55．6％J  沖  縄 県   33   て 80．5！も   17   141．5％ J   

12   一．69，0サiノ  141．49右．・  全 国 平 均  1．063   158．2％ ノ   784   ㌧42．9％ ノ  

◆ 平 成18 年 度  ▲ ● 451   甲．6称′   

※ 各都道府県には政令指定都市・中核市を含む。  

※ 平成19年度次世代育成支援対策交付金交付決定べ～ス  
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各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況②  

（一時預かり）  

実施割合（％）  

東
京
都
 
 

干
葉
県
 
 

埼
玉
県
 
 

群
馬
県
 
 

栃
木
県
 
 

茨
城
県
 
 

福
島
県
 
 

山
形
県
 
 

秋
田
県
 
 

宮
城
県
 
 

岩
手
県
 
 

青
森
県
 
 

北
海
道
 
 

奈
良
県
 
 

兵
庫
県
 
 

大
阪
府
 
 

京
都
府
 
 

滋
賀
県
 
 

三
重
県
 
 

愛
知
県
 
 

静
岡
県
 
 

岐
阜
県
 
 

長
野
県
 
 

山
梨
県
 
 

福
井
県
 
 

石
川
県
 
 

富
山
県
 
 

新
潟
県
 
 

神  
奈  
川  
県  

和  
歌  
山  
県  

岡
山
県
 
 

島
根
県
 
 

鳥
取
県
 
 

広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖  
島 口 島 川 媛 知 同 賀 崎 本 分崎 児縄  
県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 鳥 県  

県   
＊1実施割合は、一時保育実施保育所敷（総数）に占める各都道府欄の一時保育実施保育所数の割合である。（平成19年度交付決定べ一ス）  
＊2 都道府県の実施割合は、その区域内の政令指定都市、中核市に係る実施割合を含んだものである。  
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各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況③  

埋 吐 喋 壁 吐 喋 咄 嗟 吐 鮎 吐 吐 毒 嗅 吐 吐 咲 喋 邸 邸 咲 嗅 嵯 峨 吐 僅 笹 咲 咲 吐 吐 吐 吐 吐 吐 咲 吐 吐 喋 亜 鮎 嗟 吐 咲 咲 吐 吐 囲  
購 楼 叶 賀 田 染 噌 賀 ♯ 腫 囲 嫌 帖 ≡ 照 ∃ ≡ 練 武 駄 叫 匿 屍 瑚 閻 轟 迩 也 咄 ∃ 由 要 ∃ 咄i［コ咄 ≡ 粟 屋 匿 都 督 柊 重 曹 亜 翌 朝 業 糎 粥 伽 羞 ∃  横 堤 枯 骨 卜 脹 月に 溢 柵 悼 煙 ∃ 雌 せ 癒 制Ill頑 匪 《 叫〈 都 南 唯 亜 匿 増 ∃ 健 脚 別 種 煙 埜 咄 檻 《 郎 空 景  

煙  
焉：  職  

※各都道府県の乳幼児人口（0～4歳）については平成17年国政調査による。  

※地域子育て支援拠点箇所数については、平成19年度交付決定ベース。＼  

地域子育て支援拠点事業の都道府県別実施状況  
市区町村数  実施市区町村数   実施率  市区町村数  実施市区町村数   実施率   

北  海  道   180   126   70．0％   滋  賀  県   26   21   80．8％   

青  森  県   40   29   72．5％   京  都  府   26   25   96．2％   

岩  手  県   35   30   85．7％   大  阪  府   43   41   95，3％   

宮  城  県   36   31   86．1％   兵  庫  県   41   35   85，4％   

秋  田  県   25   19   76．0％   奈  良  県   39   29   74．4，も   

山  形  県   35   29   82．9％   和 歌 山 県   30   17   56．7％   

福  島  県   59   24   40．7％   鳥  取  県   19   18   94．7％   

茨  城  県   44   40   90．9％   島  根  県   21   18   85．7％   

栃  木  県   31   25   80．6％   岡  山  県   27   21   77．8％   

群  馬  県   38   24   63．2％   広  島  県   23   22   95．7％   

埼  玉  県   70   57   81．4％   山  口  県   20   18   90．0％   

千  葉  県   56   40   71、4％   徳  島  県   24   21   87．5，乙   

東  京  都   62   37   59，7％   香  川  県   17   15   88．2％   

神 奈 川 県   33   24   72．7％   愛  媛  県   20   17   85．0％   

31   30   新  潟  県  96．8％   高  知  県   34   19   55．9％   

富  山  県   15   14   93．3％   福  岡  県   66   50   75．8，も   

石  川  県   19   19   100．0％   佐  賀  県   20   13   65．0％   

福  井  県   17   16   94．1％   長  崎  県   23   19   82．6％   

山  梨  県   28   17   60．7％   熊  本  県   47   40   85．1％   

長  野  県   81   49   60．5％   大  分  県   18   17   94．4％   

岐  阜  県   42   37   88．1％   宮  崎  県   30   20   66．7％   

静  同  県   38   38   100．0％   鹿 児 島 県   45   30   66．7％   

愛  知  県   61   53   86．9％   沖  縄  県   41   22   53．7％   

三  重  県   29   26   89．7％   全 国 平 均   1，805   1．382   76．6％   

注1）市区町村数は、平成20年11月1日現在。各都道府県には政令指定都市、中核市を含む。  
注2）平成19年度児童環境づくり基盤整情事美嚢補助金交付決定べ一ス  

110   



地域子育て支援拠点事業の都道府県別実施状況  

（乳幼児人口（0～4歳）1，000人当たりのか所数）  

注2）地域子育て支援拠点か所数については、平成19年産児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付決定ベース。  111  

各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況③  

（ファミリー・サポート・センター事業）  

全
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平
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島
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※各都道府県の市町村数（特別区含む）に対するファミリー・サボルトセンター箇所数をグラフ化したもの。   



各種子育て支援サービス・制度の利用状況  

○各種子育て支援サービス・制度の利用状況を見ると、どれも利用したことがない家庭が半数近くを占める。  

○利用したことがある制度・サービス（1歳以上の子どもをもつ初婚どうし夫婦）  
「％ノ  

¢  5  す¢  す5  20  25  3¢  35  40  45  5¢  

どれも利用しなかった  

産前t産後休業制度  

の子育て支援センターなど  

育児休業制度  

公立の認可保育所  

凍 

私立の認可保育所  

認可外保育施設・認証保育所  

育児時間制度・  
短時間勤務制度  

企業内保育所  

保育ママ・べど－シッターなど  

（資料）社会保障・人口問題研究所「第13回出生動向基本調査」における子どもの出生年が2001年以降の夫婦に係る数値を基に作成。  
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各自治体における多様な取組み（事例）①  
○ 各自治体においては、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）や児童育成事業章によるメニュー事業の   

ほか、多種多様な取組がなされている。  

■玉名   ：t．≡  事業概婁   
自治体  

地域在宅子育て  港区  妊娠時からのーかかりつけ保軌乱舟場し一時保計附乳 各種育   

支援制度「みなと  児体験への参加、看護師、票姜士、保育士による育児相談、廉   

つ子」  舌頭の行事への参加、「保育圃であそばう」への参加．毎月の  

お便り送付なとがある＿   

マイ保南国堅強  石＝り隅  妊娠中から出産後の育児不安を解消するために、身近な保存所   

事業   内市町  で育児教室や育児相談を受けることができる籾度．．保育所は璧蘭  

吊  矧二なっており、rマイ保育聞利用券jを使って平日年前半日保育  

き策料で3回受けることができるり   

マイ保育園みんな  石川欒  子育てコーディネーターを配苦し、r子育て支援フラン」を作成す   

て子育て応援羊  る。これは、介護保旗のケアフランの育児版のようなものて、縫紋   

集  的・針匡i的な保育サービスの利用を促L、育児不安を解消L、子ど  

もの発達を支援するもの，．．   

減退聖一時保育  薇区  保護者の傷病、入院等により．一時的に保育が必雀となる子ども   

事業  の自宅に保育者を5辰遺して保育を行う。一時保育の他、病後児庚  

再、新生児保育もあり〉   

派遣型保眉サー  七尾帯  市に保頚ママとして登録されている子育て経験者が、子どもを譲   

ビス  かる派遣型保眉サービス．′（1）産故の母親の身の固りの世話や斬  

生児の世話く産後・安心ヘルパー派遣サービスノ、（2）病気の回檀  

期にある子どもの一時預かりく病後児童在宅保育サービス〉、（．3）  

保護者が病繋．の時や冠婚葬祭の時などの子どもの一時預かり  

（訪問型一時保琶サービス）が含まれるり保斡の実施場所は、保  

旨ママの自宅もしくは子ともの自宅 

事業名   取組  事業債粟   
畠油体  

協定家虚による  新宿区  （り病気や出産のため入院、ほ）家族の病気の介護、りI冠婚葬   

子どもショートステ  祭、彿事故や災写、く5）そのほか、雲底で事育できない事情がで   

イ事藁  きた鳩舎、0まから小学校6年生までの子どもをショートステイ脇  

力家庭で浅かるく1日3000円、減免あり）．   

すみすみ子育て  福井準  NPO法人やシルバー人材センターなどが行う、一時預かりや変事   

サポート■糞  支援等の利用料を助成∴標準利用料1時間350円）   

子育て応援券  彰整琶  就学前の子どものいる雲底に、一時保賓や親子コンサートなど．  

地域の子育て支援サービスに利用できる券を配机   

子育てファミリー  

世帯居住支娃   

大阪市  

他   

子育て世帯に遺し  蛍Ⅶ羊  子育て世帯に適した住吉しlの基本的な考え方を県民■事異音にガ   

た住宅・住環境ガ  イドラインとして繚乱   

イドライン  

子育て支援マンシ  1田区  区押こ供給される、ソフトリ＼－ドの両面で子育てに配慮されたマ   

ヨン認定制鹿  ンションを紋定・支援することにより、子育てしやすい居住環境を  

整備ビ   

高齢者世帯と子  横浜市  高齢者住みやえ相談、子育て世帯への転貸支援、高齢者向け捜   

良賃貸住宅の供給を一体的に実施、   

育て世帯の住萄 えモデル事業     道営であえ－る  北海通  道営住宅について．子台て支援仕様の佳空㈲、子南て支援サー    ビスを一体的に整臓一子どもの年齢に基づく期限付き人屈を導    入、ノ   
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各自治体における多様な取組み（事例）②  
事業名   熟柿  

白話桂  

押婦倣康法会  好娠健康泣虫催   

発閂執成制度  

出足共用助成  分娩や入院ヒか  

引いた金槌の勒′   
引幼児夢繚炎  乳幼児にかひる己   

助枝  

歯†1検診  乳幼児鰊診とあオ   

聴貰併診   羊】島巾  
粗末川町  
1   

フレーバーク事  世色石≡  條民との協働に．   

某  ともたちの好萄心  

〈りを実施   

おもちや図蜜転  緑青のある子亡］  

選んて遊ふ棲芸 

にも仲間作リ1叫≠   

手招て相主先皇  ．汚：とポ  台児相談の紀台  

－ジャー 」か子台  

内 

事業名   取組  事業概要   

自治体  

「子と「も条例」制定に向け  雲遜市   子どもの権利を保嘩し、社会合体で子どもの竃ちを支ぇ合う   

た子と′もの春画  地域社会き実現することを目的に制定．検討過程て、公責  

子とも要員、地域子ども会議f26年明文区：・、3回のハブリッ  

クコメントなどを実施し   

子とも部会の討議による  ニr句磨   子ともの未来づ〈り畜議会：子どもの未来づくりのための少   

知事への提案  子†ヒ対策推進条例に基づく設甚・の子ども計童で特定のテ  

－マをもとに検討し、知事に提案∨   

子ともを虐待から守る条  二百草 地  条例に基づき．子誇て支援指軋早期発見対応指針、保護   

例  支援指針を追走し、未然防止・早期発見・回復・再構築の支  

措き回る   

みえ次世代吉成応接ネッ  二百県   三鼻梁の企業と地域の所休が連携して、手書てに倹Lい他   

トワーウ  域社会づくりに取り絹む地域密着型子告て応援ネットウー  

ウ，マッチンケ機能、企画の支援なとを実施 

子音てネットの運嘗・マッ  三鷹禿 せ  様々な子瑞て情報や子音て相談を行うサイトの運嘗や，乱   

フづ〈リ  幼児のいる子藷て家庭を対象にした市内まちあるきマップの  

作成萱企業やNPOと協働して東施、．   

子育て総合支援センター  誉幾等   市町村・NPO・子南てサークル等の子指て関係相娘の取組   

享楽  を配合的にコーディネートすることや、人材舌成、子貪て支  

援情寵の巣症・発信など、子舌て支援活動を支援L   

子育て家庭護持事業  千首て家庭にカードを配布し、県i月の協賛店舗・施建て商品  

の割引や優待サービスなど様々な特典が受けられる 

チャイルトライン  18緩までの子どもがかける電話として、子どもの声に耳を鰊  

ける鳩の隋成など、子どもの健全な成長のための社会基盤  

づくりの取組   

父親の子告て参祉促進  埼玉黒 地  働き方の見直しとともに、地域や取様において父親の意濾   

事業  醸成や父親同士の仲間づくりを進め、子告て参加の音読を  

高める．   

出会いの鳩づくり・結鮪  イヘント等の開催による結婚を望む舅其の出会いの機会提   

応援事業  供や結婚用談の実施によるお相手紹介  

諺共用を自治体て負押 

かる出産共用のうち、出産芭児サ時金等を差L  

医線条の取成  

わせて、南キ〕検診の実施 

ヒり、フレーノーターや地域ホランティアのもと、子  

レき大切に、自由にやりたいことができる遊び場づ  

もたちにおもちやを用意L∴気に入ったおもち帖を  

・  

毒蛇交換の鳩となっている．  

窓口を開設し、独白に養成した「手合てケアマネ  

ての悩み全般に対し、適切な支援サービス全案  

社会保障国民会議 第3分科会  
（持続可能な社会の構築（少子化・仕事と生活の調和）分科会）   

中間とりまとめ（平成20年6月19日）（抜粋）  

3．（2）地域全体が支える、世代を超えて支える子育て支援   

子育てには時間と人手がかかるが、それだけに得られる幸福感も大きい。  

しかしながら、地域での子どもとのふれあいの減少などにより、親になるまでに子育てに肯定的な感情を持てないこ  
と、親になっても、子育てについて身近に悩みを相談する相手がいないことなどから、親が子どもとのきずなを見いだ  

せない、子育ての負担面ばかりを感じがちであるといったケースが増えてきている。子どもに関わる豊かな時間を生み  

出し、子どもと一緒に暮らし、子どもとともに親も成長する充実感、子育ての本当の楽しさを実感できるような子育て支  

援が必要とされてきてし＼る。  

子育て支援は地域が支えることが重要である。町内会t自治会、NPOなどの市民団体や、企業、シニアや若者を蛙  

し∴一一と㌻る地域住民なと、きl干な王付か担い手となって、咄戦士甘か子育てに関わjlふとうな三振、子育て：卓二呈上、さ）り  

星クにもきめ細かに対応できるような地域のネットワークが必要である。子育て支援のサービスの担い手としては、依  

然として行政や社会福祉協議会などの半公的な主体が大半を占めているものがあり、新規参入のNPO等が参入し  

づらい現状がある。このため、今後、担い手の育成という視点も含め多様な主体の参画に向けた検討がなされるづ皇  

である。地方公共団体における政策の決定過程やサービスの現場等においても、親を一方的なサービスの受け手と  

と三ではなく、相互支援や、サービスの質の向上lこ関する取組などlこ積極的lこ参画し得る方策 を探るべきである。  

また、親自身が、やがて支援側に回れるような循環を地域に生み出し、高齢者も含めた地域の力（例えば地域の  

「社会的祖父力・祖母力」の活用による世代間交流）などを有効に引き出すことができるよう、子育てに優しいまちづく  
りの視点も含めた環境づくりが必要である。多子世帯に配慮した支援なども重要である。  
これからの子育て支援は、すべての家庭を対象に、子ども自身の視点に立つとともに、柵ズを尊重  

」御寄り添う形で支援することが重要である。  

幼少期から長期的展望に立って子育てに関心を持つ、「心を育てる」取組を幅広く進めるとともに、子どもを持ち、  
育てる喜びを認識し、共有するための情報発信にも力を入れていくことも必要である。  
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現行の情報公表・情報提供の仕組み①  
（認可保育所に関する情報）  

○ 現行制度においては、市町村に対し、認可保育所の運営状況等に関する情報提供義務が課せられている。  

○ また、保育所に対して、地域住民への当該保育所の保育に関する情報提供の努力義務が課せられている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  
第二十四条 （略）  

2～4 （略）  

5 市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めると   
ころにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に閲し情報の提供を行わ   
なければならない。  

第四十八条の三 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報の接供を行い、並びにその   
行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。  

2 （略）   

◎ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）（抄）  
第二十五条 法第二十四条第五項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。   

一 保育所の名称、位置及び設置者に関する事項   
－の二 当該保育所が認定こども園（就学前保育等推進法第六条第二項に規定する認定こども園をいう。以下この条において同じ。）  

である場合にあっては、その旨   
二 保育所の施設及び設備の状況に関する事項   
三 次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項  

イ 保育所の入所定員、入所状況、職員の状況及び関所 している時間  
口 保育所の保育の方針  
ハ 当該保育所が認定こども園である場合にあっては、就学前保育等推進法第四条第一項第三号及び第四号に掲げる子どもの数  
二 当該保育所が私立認定保育所である場合にあっては、第二十四条の二第二項の規定により都道府県知事に届け出た選考の方法  
ホ その他保育所の行う事業に関する事項   

四 法第五十六条第三項の規定により徴収する額又は就学前保育等推進法第十三条第四項の規定による保育料の額に関する事項   
四の二 当該保育所が認定こども園である場合にあっては、法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもに関する  

利用料の額   
五 保育所への入所手続に関する事項   
六 市町村の行う保育の実施の概況  

② 法第二十四条第五項に規定する情報の提供は、地域仲尾が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。  117  

◎ 保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）（抄）  
第一章 総則  
4 保育所の社会的責任  
（1） （略）  

（2）保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めな  
ければならない。   

第六享 保護者に対する支援  
2 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援  

（1） （略）  

（2）保護者に対し、保育所における子どもの様子や日々の保育の意図などを説明し、保護者との相互理解を図るよう努めること。   
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現行の情報公表・情報提供の仕組み②  
（認可外保育施設に関する情報）  

○ 現行制度においては、認可外保育施設に対し、利用料、保育士等の配置数及び勤務体制、保険に関する事項   

等について、都道府県に対する報告を義務付けている。  

○ 都道府県知事は、必要と認める事項を取りまとめ、市町村長に通知するとともに、公表するものとされている。  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）  
第五十九条のこの五 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎生」夏生労働省令三屋めるところにより、棚状況を  
欄艶苦しなけ幽。  

2 都道府県知量蛙、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二第榊項に規定する施設に閲し児童の福祉のた取払星と  

認める事項を取りまとめ、こ卿公表するものとする。   

◎ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）  

第四十九条の七 法第五十九条のこの五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより   
行うものとする。   
一 施設の名称及び所在地   

二 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地   
三 建物その他の設備の規模及び構造   
四 施設の管理者の氏名及び住所   
五 開所している時間   
六 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項   

七 報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数   
八 入所定員   
九 報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制   
十 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定   
十一 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額   
十二 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容   
十三 その他施設の管理及び運営に関する事項  
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現行の情報公表・情報提供の仕組み③（認定こども園）  

○ 現行制度においては、都道府県に対し、認定こども園を利用しようとする者に対し、施設の名称・所在地等を   

周知する義務が課せられている。   

◎ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）  
（認定こども園に係る情報の提供等）  

第六条 都道府県知事は、第三条第一項又は第二項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、当該認定を受けた  
施設において提供される±二±スを利用しようとする者ーこ対し、第四条第一項各号に掲げる事項及び教育保育概要（当該施設において行われる教育及び  

保育並びに子育て支援事業の概要をいう。次条第一項において同じ。）についてその周知皇国るものとする。第三条第三項の規定による公示を行う場合も、   

同様とする。  
2（Ⅰ略）   

（認定の申請）  

第四条 前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項各号又は第二項   
各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。   
－ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名   

二 施設の名称及び所在地   
三 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児の数（満三歳末満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものと  

する。）   

四 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもの数（清三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に  

区分するものとする。）   

五 その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項  
2（略）   

◎ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成十八年文部科学省・厚生労働省令第三号）  

（法第四条第一項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項）  

第四条 法第四条第一項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。   
一 認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的と  

するものの別  
認定こども園の名称  

認定こども園の長（認定こども園の一体的な管理運営をつかさどる者をいう。）となるべき者の氏名  

教育及び保育の目標並びに主な内容  
第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの  

一
三
四
五
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